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１【臨時報告書の訂正報告書の提出理由】

　平成28年6月17日に提出いたしました臨時報告書の記載事項の一部に誤りがありましたので、これを訂正するため金

融商品取引法第24条の５第５項の規定に基づき臨時報告書の訂正報告書を提出するものであります。

 

 

２【訂正事項】

２　報告内容

　(2)　当該決議事項の内容

 

 

３【訂正内容】

　訂正箇所は下線を付して表示しております。

 

(2)　当該決議事項の内容

 

　（訂正前）

第２号議案　株式併合の件

1. 併合の目的

当社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、本議案が原案どおり承認可決されることを

条件として、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することを決議し、投資単位

を適切な水準に調整するため、株式の併合を実施する。

2. 併合の割合

当社普通株式について、５株を１株の割合で併合する。

なお、併合の結果、１株に満たない端数が生じるときは、会社法第235条に基づき一括して処分

し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付する。

3. 株式の併合がその効力を生じる日

平成28年９月21日

4. 効力発生日における発行可能株式総数

13,600,000株

 

 

　（訂正後）

第２号議案　株式併合の件

1. 併合の目的

当社は、平成28年４月28日開催の取締役会において、本議案が原案どおり承認可決されることを

条件として、当社株式の売買単位を現在の1,000株から100株に変更することを決議し、投資単位

を適切な水準に調整するため、株式の併合を実施する。

2. 併合の割合

当社普通株式について、５株を１株の割合で併合する。

なお、併合の結果、１株に満たない端数が生じるときは、会社法第235条に基づき一括して処分

し、その処分代金を端数が生じた株主様に対して、端数の割合に応じて交付する。

3. 株式の併合がその効力を生じる日

平成28年９月21日

4. 効力発生日における発行可能株式総数

12,832,444株
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